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○高槻市景観審議会規則 

平成２５年３月２８日 

規則第１７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高槻市景観審議会条例（平成２５年高槻市条例第７号。以下「条例」とい

う。）第７条の規定に基づき、高槻市景観審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 審議会に会長を置き、条例第３条第２項第１号に掲げる者につき任命された委員のうち

から委員の選挙によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければこれを開く

ことができない。 

３ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（専門部会） 

第４条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、会務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

６ 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

７ 専門部会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

８ 専門部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

９ 部会長は、専門部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。 

１０ 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を
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得て定める。 

（説明等の聴取） 

第５条 審議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、都市創造部において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 高槻市屋外広告物審議会規則（平成１５年高槻市規則第２７号）は、廃止する。 

３ 高槻市景観規則（平成２１年高槻市規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


